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  日本に暮らすということは地震とともに生きていくということ。だからこそ、地

震への備えを平常の生活と切り離して「特別なこと（モシモ）」として捉えるのでは

なく、「イツモ」の生活の中で当たり前のこととして取り組むことが大切です。 

 マグニチュード 7クラスの首都直下地震は今後 30年以内に 70％の確率で発生すると

想定されています。災害対応は、まずは「自分の命、安全は自分で守る」ことが重

要です。日常的な心構えや対策は、減災において、大きな効果を発揮します。 

“自分の命、安全は自分で守る”ために、（1）家具の固定、（2）災害用伝言サービ

スの体験利用、（3）3日分以上の水・食料の備蓄は、必ずやりましょう。 

 日常的な心構えや対策（備え）は、減災において、大きな効果を発揮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イツモ防災（埼玉県） 
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※ 「家具固定サポーター登録制度」 

埼玉県では、建設業関係団体と連携し、「家具固定サポーター登録制度」を実施しています。 

家具類の固定を専門家に実施してもらいたい県民に対し、相談及び見積り（無償）、施工（有

償）を安心して依頼できる環境を提供し、県民の家具固定化の取組を支援します。 

※ 阪神・淡路大震災の死因のほとんどは、家屋の倒壊や家具などの転倒による圧迫死 
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川越市はハザードマップの指定緊急避難場所・指定避難所に記載あり 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

あ 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

●周囲の状況に応じて慌てず 

 身の安全を確保する 

地震発生 
●身を守る 

●揺れがおさまったら火を消す 

●非常脱出口を確保する 

（ドア・窓を開ける） 

《各家庭・避難行動要支援＆支援》 
《自主防災組織》 

 「緊急地震速報」発令 

 「避難準備・高齢者等避難開始」発令 
 

【自主防災会本部の立ち上げ】 

●防災役員と情報班班長は「避難準備・高齢

者等避難開始」発令の広報活動及び情報

収集を行う 

  

●避難行動支援者は担当の避難行動要支

援者の安否確認と、一次避難場所への避

難を伝える 

●避難行動要支援者は一次避難場所の自

力で避難する 

●自力で避難できない避難行動要支援者は

介助式車椅子等機材の到着を待って救助

を受ける 

 「避難勧告」又は避難指示(緊急)発令 
●避難行動要支援者の避難確認 

一次避難所及び指定緊急避難場所で防災

役員は避難行動支援者と協力して避難行動

要支援者の避難を確認 →支部長・本部長

へ報告 

●防災役員及び情報班班長は「避難勧告又

は避難指示（緊急）」発令の広報活動を行うと

共にブロック内の情報収集を行う 

●各家庭は火の始末等をして一時避難場所

へ避難する 

 

●けが人発生 

●防災役員と救出救護班班長が駆け付

け、近所の人と協力して一次避難場所へ

救出（介助式車椅子等活用） 

●周囲に火災が発生したら、防災役

員と避難誘導班班長がリードし、全員

揃って指定避難所へ避難する 

●出火発生 

●防災役員と消火班班長が駆け付け、近

所の人と協力して消火活動を行う 

 

  １．避難訓練 

＜一次避難所場＞ 

●指定避難所 

＜指定緊急避難場所＞ 

避難行動開始 
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２．防災器具の使い方講習＜主要器具は 75％の防災補助金を受給して購入＞ 
   防災役員等が以下の機器・器具等について操作の指導を行います。 

 ①ＡＥＤの操作（訓練用） ②心肺蘇生法 ③消火器の操作 ④応急担架の作り方 

 ⑤三角巾の使い方 ⑥介助式車椅子の操作 ⑦緊急簡易トイレの利用方法 

⑧災害時に命を守る緊急呼子笛（展示）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．非常食の試食会 

避難訓練、防災器具使い方講習の後に、防災役員等がリードして試食会を開催します。 

尚、非常食は川越市より無償で受給しています。 

   ①非常用保存食アルファ米炊き出しセット（五目ご飯） 5０食/セット 

 

 

 

 

 

    

 

 

②災害備蓄保存用パン  

キャラメルチョコ味（缶詰）  

やわらかいパンなので、小さいお子さんから高齢者の方 

までおいしく食べれます。 
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１．川越市防災情報メール配信サービス 

 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、防災行政無線や広報車の巡回では

情報伝達できない遠隔地（勤務先等）にいる市民や屋内にいる市民及

び聴覚障害者に対し、より確実に災害情報を提供できるようにするた

めメール配信サービス行っています。 

★災害関連情報 

①避難準備・高齢者等避難開始、② 避難勧告・避難指示、 

③ 避難所開設状況・応急復旧状況、等 

登録用メールアドレスに空メールを送ると、「本登録済み」メール

が送られてきます。 登録用メールアドレス kawagoe_ml@sg-m.jp 

 

２．給水場所（飲料水の確保） 

  災害用給水井戸は、災害時に水道が断水して使えなくな 

 った場合に、地下水を汲み上げ、飲料水を供給しようとす 

 るものです。この井戸は、深さ 100ｍ、1 日当たり 216t の 

汲み上げ能力があり、1 人 1日 3 リットルとすると、8 時 

間稼働で 24,000 人分の飲料水を供給することができま 

す。川越市では小・中学校等に現在 22か所設置しています。 

３．国土地理院 標高がわかるＷｅｂ地図を試験公開 

マウスをクリックするだけで知りたい場所の標高がわかります  

国土地理院のホームページで、任意の地点の標高値を簡単に知ることができる Web システムを試験公開し

ます。津波や水害対策のための基礎情報として活用いただけます。 

http://maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084556/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1 
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４．「土のうステーション」について 

川越市では、大雨洪水等の道路冠水による家屋等へ

の浸水被害を住民の皆様が自主的に警戒、防止するこ

とを目的として、住民の皆様が自由に使える土のうス

テーション（簡易土のう置き場）を設置しています。 

 土のうは、1 袋 15キログラム程度で各箇所約 70 袋

ありますので必要に応じてお持ちください。多くを必

要とする方は川越市の担当課へご連絡ください。 

【設置場所】市内の市民センター、公園等 → 9 カ所 

 

５.避難所運営 

  長期に渡り避難生活を行う場所である指定避難所は 64カ所あります。 

  大震災の際は、市役所の人員を避難所運営に回せないため自治会が運営を担います。   

市では避難の長期化が予想される場合に、障害のある方や介護度の高い方など、通常の避難所

では生活することが困難な方が、より環境の整った場で避難生活を送ることができるように、福

祉避難所の設置運営について、市内の社会福祉施設と協定を締結しています。 → 27 施設 

 

６．避難行動要支援者避難支援制度 

川越市では、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害のある人等（避難行動要支援

者）を、常時把握することで災害時の迅速な安否確認に役立てたり、地域の皆さんのご協力で避

難行動自体を支援していただく「避難行動要支援者避難支援制度」を始めました。 

 災害時に、危険を察知したり状況を判断したりすることが困難な人、障害や高齢による衰えな

どにより自力で避難することが困難な人で、次のような人が該当します。 

①65 歳以上の高齢者のみの世帯で要介護度 3 以上の人、②世帯全員（単身世帯を含む）が 75

歳以上の高齢者の人、③視覚障害、聴覚障害、下肢・体幹・移動機能障害のある人、④上記以外

の身体障害（1 級または 2 級）のある人、⑤知的障害（マル A または A）のある人、⑥精神障害

者保健福祉手帳（1 級）をお持ちの人 

【災害時の支援災害時の支援】 

①避難準備情報などの災害情報の伝達、②避難場所への誘導（付き添いや介助）、③安否の

確認、④避難所での配慮（避難生活への手助けや相談対応）など 

 

 

 

 

 

 


